
 

報道機関各位 

                              令和８年６月１２日 

 

以下のとおり、懲戒処分を行ったので公表します。  

 

【事案１】飲酒運転（自動車） 

１ 被処分者の 

所 属 等 

財政・変革局東部市税事務所料金納付課 会計年度任用職員  

川底
かわそこ

 智子
と も こ

 （５６歳・女性）  

２ 処分年月日  令和８年６月１２日 

３ 処分の種類 

及び程度 
 懲戒処分 免職 

４ 処分理由 

被処分者は、令和８年５月１５日（金）１８時頃から２１時頃まで、

飲食店で飲酒した後に、公共交通機関で帰宅して就寝したが、翌１６日

（土）３時半頃、スマートフォンが無いことに気づき、遺失物届を提出

するために自家用車を運転し警察署に向かった。 

応対した警察官に酒気の指摘を受け、呼気検査が行われた結果、被処

分者から基準値を超える０.５９mg/ℓ のアルコール値が検出され、「酒気

帯び運転」で検挙された。 

この行為は、職の信用を失墜させるとともに、全体の奉仕者たるにふ

さわしくない非行に該当する。 

※根拠法令：地方公務員法第２９条第１項第１号及び第３号 

 

 

              【お問合せ先】 

（事案について） 

財政・変革局財政課 TEL：093-582-2002 

                        課長：喜多川、係長：木下 

 

（処分について） 

総務市民局人事課 TEL：093-582-2203 

                        課長：橋本、係長：濵野   

市長事務部局 

 
 



報道機関 各位 

                              令和８年６月１２日 

 

 

以下のとおり、２件の懲戒処分を行ったので公表します。 

 

 

【事案１】飲酒運転（自動車） 

１ 被処分者の 

所 属 等 
（１）北九州市立南丘小学校 指導教諭 保科

ほ し な

 圭二
け い じ

（６３歳・男性） 

（２）北九州市立小学校 校長（５８歳・女性） 

２ 処分年月日  令和８年６月１２日 

３ 処分の種類 

及び程度 

（１）懲戒処分 免職 

（２）懲戒処分 戒告 

４ 処分理由 
（１）飲酒運転 

（２）上記監督責任 

５ 事案の概要 

（１）被処分者は、令和８年５月２５日（月）の１８時から２０時ま

で自宅で飲酒し、翌２６日（火）４時４０分頃、出勤のため自動車

を運転した。４時５０分頃、警察から停車命令を受け、呼気検査が

行われた結果、被処分者から基準値を超える０．１５㎎/ℓのアルコ

ール値が検出され、「酒気帯び運転」で検挙された。 

（２）被処分者は、当該部下職員に対する飲酒運転に関する日頃の指

導等が不十分であった。 

 

【お問合せ先】 

                  北九州市教育委員会教職員課 TEL：093-582-2715 

課長：竹中、係長：坂田 

教育委員会 


